
　

コ
ミ
セ
ン
は
、
各
地
区
ま
ち
協
の
指
定
管

理
に
よ
っ
て
管
理
・
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

担
当
窓
口
が
生
涯
学
習
課
と
ま
ち
づ
く
り
協

働
課
に
分
か
れ
、非
効
率
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

担
当
窓
口
を
ま
ち
づ
く
り
協
働
課
に
一
本
化

す
る
も
の
で
す
。

田
郷　

�

正�

議
員

社
会
教
育
活
動
は
、
公
民
館

か
ら
コ
ミ
セ
ン
化
さ
れ
、
さ
ら
に
指
定
管
理

者
制
度
導
入
で
一
層
低
下
し
た
。

　

事
務
的
な
煩
雑
さ
の
解
消
だ
け
の
た
め

に
、
担
当
窓
口
を
市
長
部
局
に
移
行
す
れ

ば
、
教
育
長
の
思
い
が
ど
れ
だ
け
深
い
も
の

が
あ
っ
た
と
し
て
も
「
仕
組
み
」
と
し
て
反

映
さ
れ
な
く
な
り
、
確
実
に
社
会
教
育
の
後

退
に
つ
な
が
る
と
考
え
、
反
対
。

寺
村�

茂
和�

議
員

ま
ち
協
の
運
営
支
援
に
つ
い

て
は
、
ま
ち
づ
く
り
協
働
課
が
対
応
し
、
講

座
や
教
室
な
ど
の
社
会
教
育
事
業
に
関
す
る

こ
と
は
、
生
涯
学
習
課
が
対
応
し
て
い
る
。

　
行
政
の
窓
口
が
一
つ
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
対
応
が
で
き
、
事
務

の
効
率
は
上
が
る
も
の
と
考
え
る
。

　

農
用
地
保
全
条
例
に
基
づ
く
振
興
条
例
計

画
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
集
落
の
維
持

に
必
要
と
な
る
地
縁
者
住
宅
や
小
売
店
、
集

会
施
設
等
は
、
非
農
業
的
土
地
利
用
と
し
て

位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
農
振
農
用
地
か
ら
の

除
外
が
可
能
と
な
り
、
農
村
集
落
の
維
持
、

活
性
化
が
期
待
で
き
ま
す
。山

中�

一
志�

議
員

農
村
集
落
が
存
続
す
る
た
め

に
最
低
限
必
要
な
施
設
整
備
の
受
け
皿
的
な

制
度
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
な
ら
、
運

用
基
準
や
施
行
規
則
な
ど
が
明
文
化
、
公
表

さ
れ
、
そ
の
運
用
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ

る
。
条
例
に
記
載
さ
れ
た
内
容
は
一
般
的
事

項
の
み
で
あ
り
、
基
準
・
規
則
等
が
な
い
中

で
、
白
紙
委
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

安
田�

高
玄�

議
員

農
振
地
の
整
備
に
関
す
る
法

律
や
農
地
法
に
よ
っ
て
、
無
秩
序
な
開
発
に

さ
ら
さ
れ
ず
、
当
市
に
は
農
業
に
適
し
た
優

良
な
農
地
が
多
く
確
保
さ
れ
て
い
る
。

　
農
地
保
全
の
た
め
に
は
、
農
村
集
落
の
活

力
の
維
持
が
必
要
で
あ
り
、
本
条
例
の
施
行

は
農
村
地
域
の
活
性
化
に
資
す
る
と
考
え

る
。

る
。
保
育
士
不
足
解
消
の
た
め
に
は
、
処
遇

改
善
を
求
め
る
こ
と
こ
そ
進
め
る
べ
き
で
あ

り
、
子
ど
も
の
命
・
安
全
を
守
る
基
準
を
弱

め
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。戸

嶋�

幸
司�

議
員

こ
の
改
正
は
、
保
育
士
不
足

の
解
消
に
向
け
た
対
応
策
の
一
つ
と
し
て
提

案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
市
で
も
待
機
児

童
は
増
加
し
て
お
り
、
施
設
整
備
に
保
育
士

確
保
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
状
況
を
考
え
る

と
、
基
準
見
直
し
に
よ
る
対
応
は
必
要
で
あ

り
、
待
機
児
童
の
解
消
を
図
る
こ
と
で
、
子

ど
も
を
産
み
育
て
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
に
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

幼
稚
園
教
諭
や
小
学
校
教
諭
、
養
護
教
諭

等
を
保
育
士
に
代
え
て
活
用
可
能
と
す
る
こ

と
で
、
保
育
の
担
い
手
の
裾
野
を
拡
げ
、
保

育
士
不
足
の
解
消
に
寄
与
す
る
も
の
で
す
。

田
郷　

�

正�

議
員

専
門
的
な
知
識
・
技
術
を

も
っ
て
子
ど
も
の
保
育
と
保
護
者
へ
の
支
援

を
適
切
に
行
う
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
、
わ

ず
か
な
研
修
で
保
育
士
と
代
替
さ
せ
る
こ
と

は
、
保
育
の
専
門
性
を
否
定
す
る
も
の
で
あ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
条
例

の
一
部
改
正

農
用
地
保
全
条
例
の
制
定

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
改
正

３月定例会  審議議案

議　案　等　の　名　称

会派名 東近江市民クラブ 太陽クラブ 日本共産党 市政会 公明党 無会派

結　
果

賛
成
・
反
対

西
﨑　
　
彰

西
澤　
由
男

和
田　
喜
藏

市
木　
　
徹

周
防　
清
二

加
藤　
正
明

畑　
　
博
夫

河
並　
義
一

寺
村　
茂
和

戸
嶋　
幸
司

安
田　
高
玄

大
橋　
保
治

鈴
村　
重
史

杉
田　
米
男

北
浦　
義
一

山
中　
一
志

田
郷　
　
正

野
田　
清
司

岡
﨑　
嘉
一

西
澤　
善
三

竹
内　
典
子

村
田
せ
つ
子

大
洞　
共
一

横
山　
榮
吉

議案第４号 
平成２７年度東近江市一般会計補正予算

（第８号）
可 

決
20
・
３
○○○○

議　
　
　
　
　
　
　
長

○○○○○○○○○○×××○○○○○○

議案第１０号 
平成２８年度東近江市一般会計予算（修
正案）

否 

決
７
・
16
×××× ××××○×××××○○○○○×××○

議案第１０号 
平成２８年度東近江市一般会計予算

可 

決
16
・
７
○○○○ ○○○○×○○○○○×××××○○○×

議案第１１号 
平成２８年度東近江市国民健康保険（事
業勘定）特別会計予算

可 

決
20
・
３
○○○○ ○○○○○○○○○○×××○○○○○○

議案第１３号 
平成２８年度東近江市後期高齢者医療特
別会計予算

可 

決
20
・
３
○○○○ ○○○○○○○○○○×××○○○○○○

議案第１４号 
平成２８年度東近江市介護保険特別会計
予算

可 

決
20
・
３
○○○○ ○○○○○○○○○○×××○○○○○○

議案第２０号 
行政不服審査法の全部改正に伴う関係条
例の整理に関する条例制定

可 

決
20
・
３
○○○○ ○○○○○○○○○○×××○○○○○○

議案第２３号 
東近江市国民保護協議会条例及び東近江市国民保護対策
本部及び東近江市緊急対処事態対策本部条例の一部改正

可 

決
20
・
３
○○○○ ○○○○○○○○○○×××○○○○○○

議案第３２号 
東近江市指定地域密着型サービスの事業の人員、設
備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正

可 

決
20
・
３
○○○○ ○○○○○○○○○○×××○○○○○○

議案第３３号 
東近江市コミュニティセンター条例の一
部改正

可 

決
20
・
３
○○○○ ○○○○○○○○○○×××○○○○○○

議案第３５号 
東近江市農用地保全条例の制定

可 

決
20
・
３
○○○○ ○○○○○○○○○○×××○○○○○○

議案第４５号 
東近江市家庭的保育事業等の設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部改正

可 

決
20
・
３
○○○○ ○○○○○○○○○○×××○○○○○○

請願第２号 
高浜原発３号機稼働中止及び４号機再稼働
をしないよう求める意見書提出について

不
採
択

５
・
17
×××× ××××××××××○○○退 

席○×××○

請願第３号 
駅前再開発によるホテル誘致についての
請願書

不
採
択

10
・
13
×××× ××××○○××○×○○○○○××○○

○・・・賛成　×・・・反対　（周防議長は採決に加わらない）

その他の議案等は全会一致で可決・採択されました。議案等の詳細は「東近江市議会」で検索してください。

３月定 例 会 議 案 の 討 論

反  

対

反  
対

反  

対

賛  

成

賛  

成
賛  

成

新たな趣味に挑戦　オカリナ教室

議会だより 0405 議会だより

議案の審査 議案の審査


